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児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

ご
存
知
で
す
か
？

⑦
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児

童⑧
父
・
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児
童

（
孤
児
な
ど
）

▼
支
給
額
（
児
童
一
人
の
場
合
の
月

額
）

全
部
支
給
・
・
・
４
１,

５
５
０
円

一
部
支
給
・
・
・
４
１,

５
４
０
円

〜
９,

８
１
０
円
（
前
年
の
所
得
に

応
じ
て
支
給
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
精
神
や

身
体
に
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
母

ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。

▼
支
給
額
（
月
額
）

１
級
・
・
・
５
０,

５
５
０
円

２
級
・
・
・
３
３,

６
７
０
円

支
給
さ
れ
な
い
場
合

①
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
。

②
児
童
（
児
童
扶
養
手
当
は
申
請
者

を
含
む
）
が
公
的
年
金
を
受
け
て

い
る
。

い
ず
れ
の
手
当
も
受
給
す
る
た
め

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
一

定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、

支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５
４
）

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
は
、
母
子
・
父
子

家
庭
や
両
親
の
い
な
い
児
童
の
生
活

の
安
定
を
図
り
、
自
立
を
促
進
す
る

た
め
に
手
当
を
支
給
す
る
制
度
で

す
。次

の
①
か
ら
⑧
の
い
ず
れ
か
の
条

件
に
あ
て
は
ま
る
児
童
（
18
歳
到
達

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

あ
る
児
童
、
障
が
い
児
に
つ
い
て
は

20
歳
未
満
）
を
監
護
養
育
し
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
・
母
、
ま
た
は

養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
父
に

つ
い
て
は
、
生
計
も
同
一
で
あ
る
こ

と
）

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

（
公
的
年
金
給
付
が
受
け
ら
れ
る

場
合
を
除
く
）

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い
の

状
態
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き

続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

児
童

※
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
①
と
⑦

の
用
紙
は
産
業
建
設
課
産
業
振
興
室

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

▼
受
付
期
間

平
成
24
年
１
月
５
日
　
〜
31
日
　

受
け
付
け
期
間
以
外
の
受
付
は
で

き
ま
せ
ん
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
　
※
た
だ
し
、
土
・
日
曜
、

祝
日
を
除
く
。

▼
問
合
せ
先

産
業
建
設
課
産
業
振

興
室
　
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１

６
８
）

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
住
宅
資
金
利
子
補
給

１
月
31
日
ま
で
に
手
続
き
を

町
で
は
、
住
宅
建
設
資
金
な
ど
の

融
資
を
受
け
て
平
成
23
年
中
に
町
内

に
自
己
用
の
専
用
住
宅
を
新
築
ま
た

は
購
入
し
た
給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
）
を
対
象
に
利
子
補
給
を
行

い
ま
す
。

対
象
金
額
は
融
資
額
の
３
０
０
万

円
ま
で
と
し
、
１.

５
％
ま
で
の
利

子
補
給
額
を
限
度
に
３
年
間
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
申
請
は

初
年
度
１
回
の
み
で
す
。

▼
申
請
方
法

申
請
書
に
次
の
書
類

を
添
え
て
産
業
建
設
課
産
業
振
興
室

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
添
付
書
類

①
住
宅
新
築
調
書
②
建
物
平
面
図
③

請
負
契
約
書
の
写
し
④
建
築
主
事
の

確
認
通
知
書
の
写
し
⑤
平
成
23
年
分

源
泉
徴
収
票
（
写
し
可
）
⑥
住
民
票

抄
本
（
申
請
時
、
町
外
に
住
所
を
有

し
て
い
る
人
）
⑦
融
資
機
関
（
銀
行

な
ど
）
の
住
宅
建
設
資
金
の
融
資
で

あ
る
旨
の
証
明
書

木�

火�
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新
成
人
の
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
町
で
は
、
皆
さ
ん
の

門
出
を
祝
し
て
「
平
成
23
年
度
吉
岡

町
成
人
式
」
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日

平
成
24
年
１
月
８
日
　

▼
時
間

午
前
10
時(

午
前
９
時
30

分
受
付
開
始)

▼
場
所

文
化
セ
ン
タ
ー
・
ホ
ー
ル

▼
対
象

平
成
３
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
４
年
４
月
１
日
ま
で
の
出
生
者

で
、
吉
岡
町
に
住
民
登
録
を
有
す
る

人
ま
た
は
吉
岡
中
学
校
を
卒
業
し
た

人※
該
当
者
に
は
案
内
状
を
送
付
し
ま

し
た
。
ま
だ
、
案
内
状
が
届
い
て
い

な
い
人
は
お
手
数
で
す
が
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
式
典
は
新
成
人
以
外
の
人
で
も
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

▼
連
絡
・
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
５
９
７
）

▼
表
彰
基
準

【
銅
章
】
５
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
の
人

【
銀
章
】
10
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銅
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
章
】
15
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銀
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
銀
章
】
20
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
金
章
】
30
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
冠
銀
章
を
受
章
し
て
い

る
人

【
旭
日
金
冠
章
】
40
年
以
上
無
事

故
・
無
違
反
で
金
冠
金
章
を
受
章
し

て
い
る
人

▼
対
象
者

渋
川
交
通
安
全
協
会
の

会
員
で
過
去
に
同
種
の
表
彰
を
受
け

て
い
な
い
人

▼
申
込
締
切

【
役
場
受
付
】

１
月
12
日
　

【
渋
川
交
通
安
全
協
会
受
付
】

１
月
31
日
　

▼
必
要
な
も
の

印
鑑
、
運
転
免
許

証
、
交
通
安
全
協
会
会
員
証
、
無
事
故

無
違
反
証
明
書
発
行
手
数
料
６
３
０
円

※
交
通
安
全
協
会
に
直
接
申
込
む
場

合
は
、
12
月
１
日
以
降
に
無
事
故
無

違
反
証
明
を
各
自
で
取
得
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
４
２)

木�火�

町
で
は
平
成
24
年
版
の
県
民
手
帳

(

濃
緑
・
赤
・
ベ
ー
ジ
ュ)

お
よ
び
農

業
日
誌
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
日
誌
、
新
農

家
暦
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
。
日
々
を

綴
る
１
冊
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ

い
。
役
場
総
務
政
策
課
窓
口
で
代
金

と
引
き
換
え
に
購
入
で
き
ま
す
。

▼
価
格

県
民
手
帳
　
　
　
　
　
５
０
０
円

農
業
日
誌
　
　
　
１,

４
７
０
円

フ
ァ
ミ
リ
ー
日
誌
１,

４
７
０
円

新
農
家
暦
　
　
　
　
　
４
９
０
円

▼
あ
っ
せ
ん
期
間

12
月
１
日
　
〜

12
月
28
日
　

※
役
場
開
庁
日
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▼
問
合
せ
先

総
務
政
策
課
政
策
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
２
７
）

水�

木�

日�

コンクール部門
・第一部　創作こけし　・第二部　新型こけし　・第三部　木地玩具
出品資格 県内在住のこけし生産者など
申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入し、事務局へ提出
申込期限 12月20日（火）

審査会後、県庁県民ホールで一般公開(２月３～６日)します。
問合せ先 県庁観光物産課宣伝・物産係

牲027・226・3385

▼
▼

▼
▼

▼


